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介護支援ボランティア制度
「ほっこりさん *」はじめてみませんか　* 介護支援ボランティア登録者の愛称
　秋田市では、65歳以上の要介護認定を受けていないかたが介護保険施設、児童施設、市立図書館、認
知症カフェ、子ども食堂などでボランティア活動を行う「介護支援ボランティア制度」があります。
　活動時間に応じて、ポイントが付与され一年間に最大5,000円が交付されます。ボランティア活動に
は登録が必要です。
　詳しくは担当までお問い合わせください。
●問い合わせ先　 秋田市社会福祉協議会（秋田市八橋南一丁目８－２）　　電話 ８６２－７４４５

−73−

⑪ シルバー人材センター
（一社）秋田市シルバー人材センター
■お問い合わせは　電話：018-863-5900　FAX：018-863-5979
■所　　在　　地　秋田市八橋南一丁目8番2号（秋田市老人福祉センター内）
■Eメール：akita-sc@fancy.ocn.ne.jp　■URL：https://akita-sjc.com

シルバー人材センターの仕組み

企業、家庭、官公庁など
（発注者）

企業、家庭、官公庁など
（発注者）

①業務の発注①業務の発注

④料金支払い④料金支払い

②業務遂行の依頼②業務遂行の依頼

⑤配分金･賃金の支払い⑤配分金･賃金の支払い

③業務遂行（請負、委任、派遣、職業紹介により実施）③業務遂行（請負、委任、派遣、職業紹介により実施）

シルバー人材センターシルバー人材センター 60歳以上の会員
（シルバー人材センター会員）

60歳以上の会員
（シルバー人材センター会員）

お引き受けできる主な仕事内容は

シルバー人材センターで働くには

一般事務･経理事務
　● 受付事務
　● 一般事務
　● パソコン

管理分野
　● 駐車場管理
　● 施設の管理、日直

技術を必要とする分野
　● 襖、障子張替え、
　　 畳替え
　● 大工仕事
　● 庭木の剪定

筆記・毛筆・筆耕
　● 封筒、ハガキ、賞状
　● DM等の宛名書き

屋内外の軽作業
　● 蜂の巣駆除
　● 除草、機械草刈
　● 外廻りの片付け

折衡外交分野
　● チラシの配布
　● 書類等の集配

サービス分野
　● 高齢者サービス、病人の
　　 軽易な介護介添
　● 一般家事援助サービス
　● その他軽易な作業

その他  各種、作業等ご相談下さい。

毎月第２・４水曜日
（ 午 後１時 30分～）
に行っている入会説
明会に出席していた
だきます。

　シルバー人材センターは、健康で働く意欲のある概ね60歳以上の方が会員となり、今まで
培ってきた豊富な技能と経験を活かして仕事ができるところです。

入
会
説
明
会
に
参
加

会
員
登
録
完
了

説明会でお渡しした「入会申込
書」・「入会誓約書」・「個人情報の
取扱いに関する同意書」に必要事
項を記入し、センターに提出して
いただきます。

申
込
書
を
提
出

入会認証式に出席
して い た だき、年
度会費3,500円を
納めていただきま
す。

入
会
認
証
式
に
出
席
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